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　　　　学校を卒業したとしても、企業就職できる人はほんのわずかです。
　「障害者の雇用の促進等に関する法律」は、一定規模以上の事業主に対して、
障害者の雇用率を定めるとともに、雇用率を達成しない事業主から「雇用納付
金」を徴収することによって、障害者の雇用の促進を図っています。しかし、法
定雇用率が１．８％とされている民間企業（常用労働者数５６人以上規模の企
業）の実雇用率は１．４９％に過ぎず（２００１年６月１日現在）、しかもその
内の大半は身体障害者です。知的障害者の雇用率はあまりに低く、１９９７年４
月の法改正前までは法定雇用率の算定基礎にも入っていませんでした。労働省職
業安定局の調査によると、１９９８年６月１日現在の知的障害者の実雇用率は０．
１５６％に過ぎません。養護学校卒業後の進路状況を見ても、福祉施設入所が６
割を超え、就業できた人は４分の１程度です。福祉施設、特に本来雇用に結びつ
ける通過施設として位置づけられる授産施設での就労も「就労」かも知れません
が、実態は工賃の低さ、作業科目の少なさ、重度障害者の増大、高齢化、長期化、
固定化等の問題点が指摘され、福祉サービスの名の下に知的障害者を一生施設に
縛り付けているだけだとの批判もあります。
　そこで、知的障害者の働く場所を親などが中心となって自分たちで確保しよう
と、小規模作業所、共同作業所、地域作業所などと呼ばれる法外施設が１９６０
年代から設立され、その後数が激増し、今では知的障害者の就労の最大の担い手
といってもよい状況です。（なお、近時の法改正により、１０人以上～１９人の
小規模通所授産施設も社会福祉法人として認可されることも可能となりまし
た。）
しかし、資金面など運営上限界もあり、さまざまな課題を抱えています。


